
④診療施設の名称 

⑥診療施設の構造設備 

②管理者の氏名・住所 

③診療の業務を行う 
 獣医師の氏名 

⑧診療の業務の種類 

①開設者の氏名・住所 

次の①から⑨に変更があった場合、10日以内 に 

都道府県の担当窓口に変更届を提出してください。 
（獣医療法第３条、獣医療法施行規則第1条） 

届け出た事項に変更があれば、 
 

 変更届の提出が必要です!! 

休止したり、廃止する場合も同様です！ 

忘れて 
いませんか？ 

飼育動物診療施設の開設者や管理者のみなさまへ 

詳しくは県HPを御覧ください。 

     http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/chikusan/kachiku-eisei/11437/index3.html 

⑤住居表示の変更 

⑨法人の定款 

⑦放射線診療装置 
に関する事項 

平成27年9月作成 

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課 

〒100-8950   東京都千代田区霞が関1-2-1 

電話：03-3501-4094   FAX:03-3502-8275 

【お問合せ先】 

動物病院 

岐阜県 獣医 届出 検索 

岐阜県東濃家畜保健衛生所 

〒509-7203  岐阜県恵那市長島町正家後田1067-71 

電話：0573-26-1111（内線394）   FAX:0573-25-7669 

【届出先・お問合せ先】 
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